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１【提出理由】

当社は、平成30年１月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５

第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので

あります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年１月26日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案 定款一部変更の件

①　監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能を強化し、
コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るとともに、より透明性の高い経営と迅速な意思決定を実現
するため監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査
役及び監査役会に関する規定の削除等を行います。

②　改正会社法により、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が拡大されたことに伴い、業務執行を
行わない取締役との間で責任限定契約の締結を可能にすることで、その期待される役割を十分に発揮できる環
境を整えるために新設するものであります。なお、この規定の新設に関しましては、各監査役の同意を得てお
ります。

③　業務提携により取扱いを開始した電力需給契約の斡旋業務について新設するものであります。
④　上記に伴う条数の変更その他表現の統一、明確化等所要の変更を行うものであります。

 
第２号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)３名選任の件

岡本　貴文、板井　均、津野　浩志を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものでありま

す。

 
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

福田　享、星山　敏秀、浦　隆行を監査等委員である取締役に選任するものであります。

 
第４号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件

第１号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって、監査等委員会設置会社へ移行することから、昨

今の経済情勢等諸般の事情を勘案し、改めて監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役（監査等委員である取

締役を除きます。）の報酬額を年額７千万円以内とすることにつきお願いするものであります。

なお、取締役の報酬額は、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものといたしたいと存じ

ます。

 

第５号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

第１号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって、監査等委員会設置会社へ移行することから、昨

今の経済情勢等諸般の事情を勘案し、改めて監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報

酬額を年額２千万円以内とすることにつきお願いするものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
定款一部変更の件

267,189 56,821 0 (注)１ 可決 82.46

第２号議案
取締役(監査等委員で
ある取締役を除く。)
３名選任の件

   

(注)２

  

岡本　貴文 313,428 10,582 0 可決 96.73

板井　均 313,241 10,729 0 可決 96.68

津野　浩志 314,318 9,692 0 可決 97.00

第３号議案
監査等委員である取
締役３名選任の件

   

(注)２

  

福田　享 263,679 60,291 0 可決 81.38

星山　敏秀 263,685 60,325 0 可決 81.38

浦　隆行 264,722 59,288 0 可決 81.70

第４号議案
取締役(監査等委員で
ある取締役を除く。)
の報酬等の額設定の
件

257,664 66,346 0 (注)３ 可決 79.52

第５号議案
監査等委員である取
締役の報酬等の額設
定の件

261,086 62,558 0 (注)３ 可決 80.67

 

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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